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関係法令

国等補助制度
関連計画

学校給食法

平成30年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成29年度）

事業番号 12 担当課

総括評価
今後の課題

　学校給食の実施により、児童生徒の健やかな成長や食に関する指導を行うことができ、本事業
の目的に沿った運営が行えています。
　行政が関与することにより、安全で安心な食材の選定や食材の地産地消率の向上にも貢献でき
ます。
　今後としては、調理員の事故防止を含め資質の向上を図っていきます。
　また、学校給食の残菜の活用事例については、愛知県学校給食センター連絡協議会知多ブロッ
ク会会議において確認します。

1 事業名 給食センター運営事業

学校給食センター

3 事業の背景

　学校給食法が制定された昭和29年当時は、戦後の食糧事情が十分でない状況下で、児童生徒
の適性な栄養補給（学校給食の普及充実）に重点が置かれていましたが、現在では食に関する理
解を深めること（学校における食育の推進）を充実していくことに重点が置かれています。

4 事業の目的

　学校給食は児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、児童及び生徒の食に関する
正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることから、学校給食及び学
校給食を活用した食に関する指導の実施、学校給食の充実及び学校における食育の推進を図りま
す。

9 特記事項

　現学校給食センターは、平成26年4月に新築・移転し、床に水を流さずに乾いた状態で調理
や洗浄作業を行う、「ドライシステム方式」での業務を開始しました。

6 関連事業
給食センター維持管理事業

8
事業実績

（27年度～
29年度）

平成27年度　給食対象者　　　　　　　4,751名（小学校3,080名、中学校1,671名）
　　　　　　 給食実施日数　　　　　　小学校187回、中学校188回）
　　　　　　 食に関する巡回指導　　　108回
平成28年度　給食対象者　　　　　　　4,755名（小学校3,111名、中学校1,644名）
　　　　　　 給食実施日数　　　　　　小学校192回、中学校192回）
　　　　　　 食に関する巡回指導　　　134回
平成29年度　給食対象者　　　　　　　4,700名（小学校3,104名、中学校1,596名）
　　　　　　 給食実施日数　　　　　　小学校191回、中学校192回）
　　　　　　 食に関する巡回指導　　　130回

7
具体的な
実施内容

　児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供し、健康の増進
を図るとともに、食に関する指導を行います。
　食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導を行います。
　給食の材料調達については、価格以外にも産地（地産地消の推進）、食感、味付けなども審査
し安全性の確保や食欲の向上に留意しています。

　給食対象者　　　　　　　　小学校及び中学校　児童及び生徒（教職員含む）
　給食実施日数　　　　　　　小学校191日、中学校192日
　職員数　　　　　　　　　　事務員4名（1名非常勤職員）
　　　　　　　　　　　　　　調理員36名（30名非常勤職員）
　　　　　　　　　　　　　　運転手8名（8名非常勤職員）
　　　　　　　　　　　　　　栄養教諭2名（愛知県から派遣）
　給食単価　　　　　　　　　230円／食（小学校）
　　　　　　　　　　　　　　260円／食（中学校）
　食に関する巡回指導　　　　130回
　食物アレルギー除去食　　　小学校　7名、中学校　4名
　地産地消率　　　　　　　　43.0％（県内産）うち14.7％（知多半島産）
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物価上昇や消費税率の引き上げにより、賄材料費が苦しいことから給食単価の見直しが必
要です。

事業の評価

12 評価の理由
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　学校給食法により、給食の提供が定められており、廃止できません。
　食に関する巡回指導の回数を減らした場合についても、事業の目的達成に支障が生じる可
能性があります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

自校調理方式と比べ、材料調達、調理、施設管理及び人材管理など、現在の学校給食セン
ター調理方式が安価であり適切です。

　食に関する巡回指導の回数を増やすことが考えられますが、現職員数ではこれ以上増やす
のは難しいため、人件費の負担が増加します。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

学校給食法第3条で定める、小中学校の児童又は生徒に対し実施しています。

委託費

合 計

967

249,095
事
業
費

249

需用費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
327,337

250,311

安全安心な学校給食の実施に、行政関与の必要性は高いです。

学校給食によって、1回に必要な摂取量、栄養価を与えることができるため健やかな成長
を促すことができます。

②行政関与の必要性が高い。
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8,235

256,838
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

学校給食法

平成30年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成29年度）

事業番号 13 担当課

総括評価
今後の課題

　平成26年度に新学校給食センターが供用開始されたことにより、維持管理費が増加しまし
た。
　平成29年度は、検査・保守点検を実施し安全安心な学校給食を提供することができました。
　今後は内容の精査を行い、経済的な維持管理に努める必要があります。

1 事業名 給食センター維持管理事業

学校給食センター

3 事業の背景

　施設において、給食調理や子どもたちへの安全で安心な学校給食の提供に支障がないようにし
ます。

4 事業の目的
　学校給食の衛生面、安全性を確保するため、施設を適切に維持管理します。

9 特記事項
給食センター開設年度：平成26年度

6 関連事業
給食センター運営事業

8
事業実績

（27年度～
29年度）

平成27年度
　受水槽水質検査、第一種圧力容器検査
　ボイラー保守点検、電気施設保守点検、消防用設備保守点検、廃水処理施設維持管理、清掃、
害虫駆除、残渣処理、防犯警備、ダムウェーター保守点検、受水槽清掃保守点検、厨房機械保守
点検、空調設備保守点検、騒音対策調査　計15件
平成28年度
　受水槽水質検査、第一種圧力容器検査、旧センター測量・登記
　厨房機械保守点検、ボイラー保守点検、電気施設保守点検、消防用設備保守点検、廃水処理施
設維持管理、清掃、害虫駆除、残渣処理、防犯警備、ダムウェーター保守点検、受水槽清掃保守
点検、空調設備保守点検、業務用冷凍空調機器定期点検、圧力調整弁保守点検、業務用乾燥機保
守点検　計18件
平成29年度
　受水槽水質検査、第一種圧力容器検査
　厨房機械保守点検、ボイラー保守点検、電気施設保守点検、消防用設備保守点検、廃水処理施
設汚泥処理、清掃、害虫駆除、残渣処理、防犯警備、ダムウェーター保守点検、受水槽清掃保守
点検、空調設備保守点検、圧力調整弁保守点検、業務用乾燥機保守点検　計16件

7
具体的な
実施内容

手数料
　第一種圧力容器検査　　　　　　　　　　　1回／年
　受水槽水質検査　　　　　　　　　　　　　3回／年
委託業務
　厨房機械保守点検業務　　　　　　　　　　2回／年
　ボイラー保守点検業務　　　　　　　　　　1回／年
　電気施設保守点検業務　　　　　　　　　　6回／年
　消防用設備保守点検業務　　　　　　　　　2回／年
　廃水処理施設維持管理業務　　　　　　　　2回／年
　清掃業務　　　　　　　　　　　　　　　　2回／年
　害虫駆除業務　　　　　　　　　　　　　　5回／年
　残渣処理業務　　　　　　　　　　　　　　毎日
　防犯警備業務　　　　　　　　　　　　　　通年
　ダムウェーター保守点検業務　　　　　　　1回／月
　受水槽・高架水槽清掃保守点検業務　　　　1回／年
　空調設備保守点検業務　　　　　　　　　　2回／年
　圧力調整弁保守点検業務　　　　　　　　　1回／年
　業務用乾燥機保守点検業務　　　　　　　　1回／年
衛生管理
　調理員衛生管理講習会　　　　　　　　　　8月　31名
　学校給食調理員等講習会　　　　　　　　　8月　23名

　毎日朝礼で作業手順の確認を実施し、給食が遅れることなく配送できるように、また、ケガな
く調理作業ができるようにしています。
　学期ごとにミーティングを実施し、安全で安心な給食を提供できるようにしています。
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受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由
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　子供たちに安全で安心な学校給食を提供することが難しくなります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

保守点検には、資格が必要であることから業務委託が適当です。

　検査・点検回数を増やすことにより、より安全性が高まりますが、事業費が増大します。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

法に定められた点検や施設及び設備の維持管理に努めており適当です。

委託費

合 計

82

0
事
業
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0

需用費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
16,697

11,297

学校給食衛生管理基準及び大量調理マニュアルに基づく衛生管理や安全安心な学校給食を
提供するため不可欠です。

経済的な維持管理のためには、必要最低限専門業者の点検を実施することが必要です。

②行政関与の必要性が高い。
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